
５．伊達市地域公共交通の将来ネットワークイメージ

６．目標達成に向けたマネジメント

本計画を進めるにあたって、「地域・住民」「交通事業者」「行政」の三者が連携し、一体となって計画目標の達成

に向けて取り組むことで、持続可能な公共交通体系の構築を目指します。

本計画の全体の推進については、計画期間である６年間について毎年度、各事業の達成状況に関してＰＤＣＡサ

イクルの考え方に基づき評価を行います。

また、本計画で定めた評価指標の中で、毎年度実績値が把握できる指標については、毎年度進捗状況を把握すると

ともに、その達成状況に応じて、適宜、事業の見直しを図ります。

１．計画の目的・区域・期間

◆計画の目的

伊達市では平成 27 年 8 月に「伊達市地域公共交通網形成計画（以下、網形成計画）」を策定し、持続可能な公共

交通の構築に取り組んでいます。網形成計画が令和 2 年度に計画の最終年度を迎えるとともに、本市の公共交通を

取り巻く環境が現網形成計画策定当時から変化している状況にあります。

こうした背景を踏まえて、公共交通機関の適正な役割分担と連携により、地域の実態に合わせて地域公共交通を最

適化する「伊達市地域公共交通計画」を策定します。

◆計画の区域

計画区域は、伊達市全域とします。

◆計画の期間

計画の期間は、令和３年度から令和８年度まで６年間を計画期間とします。

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度
令和９年度

以降

２．基本理念と基本方針

３．公共交通ネットワーク形成の基本的な考え方

市内の地域公共交通網の階層化を行い、広域的な移動を支える「広域都市間交通」、伊達・保原・梁川・霊山・月

舘の５地域の移動を支える「地域間交通」、地域内の移動を支える「地域内交通」を定めて、様々な財源を活用しつ

つ、地域公共交通ネットワークの再構築を図り、将来にわたり持続可能な公共交通の確保を目指します。

＜コンセプト＞
●路線バスで「広域都市間交通」に加えて一部の「地域間交通」を担う。

＜概要＞
●広域都市間交通：ＪＲ・阿武隈急行・路線バス・国見まちなかタクシー・乗用タクシー
●地域間交通：阿武隈急行（梁川⇔保原）・路線バス・デマンド交通（定路線）・乗用タクシー

└─鉄道アクセス線：路線の新設
●地域内交通：デマンド交通（区域）・乗用タクシー・ボランティア輸送など

それぞれの公共交通

機関の役割分担を明

確化する

５つの中心都市拠点間の連携・交流を促進する

周辺自治体との都市間連携・交流を維持・活性化する

伊達駅及び保原駅の周辺、並びに R３９９号沿線に立地する目的施設間の回

遊利便性を高める「鉄道アクセス線」を形成する

各地域の中心都市拠点の拠点性を高めつつ、交通結節の機能を強化する

新たな都市機能の誘導拠点や健幸・医療拠点へのアクセス性を確保する

【基本理念】  ～健幸・まちの賑わい・多核ネットワーク型都市構造を創り上げる～

市民の日常生活を支える持続可能な地域公共交通の提供

基本方針１
健康で幸せな生活を支えるため、それぞれのライフステージにおける多様な移動を支える地域
公共交通網を実現する。

基本方針２
まちの賑わいを支えるため、市民や交流者の誰もが分かりやすく、使いやすい地域公共交通網
を実現する。

基本方針３ 多核ネットワーク型都市構造を創るため、地域間の交流・連携軸を構築する。

基本方針４ 行政・事業者・市民等が理解・納得して皆で支え・育てる持続可能な地域公共交通を提供する。

  

  

  

  

  

      
       

    

    

    

伊達市地域公共交通計画【概要版】

伊達市地域公共交通計画（令和３年度～令和８年度） 次期計画

中心都市拠点

都市拠点

伊達市役所

広域都市間交通（鉄道）

広域都市間交通（路線バス）

広域都市間交通（まちなかタクシー）

地域間交通

まちなかタクシー（定路線）

鉄道アクセス線

霊山・月舘まちなかタクシー

地域内交通

保原まちなかタクシー

梁川・伊達まちなかタクシー

霊山・月舘まちなかタクシー

伊達市第２次総合計画
後期基本計画

（令和元年～令和４年度）

（仮称）伊達市第３次総合計画



４．基本方針に基づく計画目標と目標を達成するために行う取組の概要

基 本 方 針

【基本方針１】

健康で幸せな生活を支える

ため、それぞれのライフス

テージにおける多様な移動

を支える地域公共交通網を

実現する

【基本方針２】

まちの賑わいを支えるた

め、市民や交流者の誰もが

分かりやすく、使いやすい

地域公共交通網を実現する

【基本方針３】

多核ネットワーク型都市構

造を創るため、地域間の交

流・連携軸を構築する

【基本方針４】

行政・事業者・市民等が理

解・納得して皆で支え・育

てる持続可能な地域公共交

通を提供する

計 画 目 標

目標⑦ 少ない需要に見合った利用しやすい新たな交通手段の導入

利用が少ない地域について、少ない需要にあった新たな交通手段を検討し

ます。また、地域が主体となった交通手段について、住民主体の取り組みを

推進します。

目標① 地域内の移動を支える「地域内交通」の維持・改善

5 地域（伊達地域、梁川地域、保原地域、霊山地域、月舘地域）内の移動

を支える公共交通を「地域内交通」と位置付けて、市民の日常生活（買い物、

通院など）を支える移動手段として確保・維持を図ります。

目標② 地域間の交流・連携を促す「地域間交通」の維持・活性化

5 地域（伊達地域、梁川地域、保原地域、霊山地域、月舘地域）間をつな

ぐ公共交通を「地域間交通」と位置付けて、地域を跨いだ市民の日常生活（買

い物、通院など）を支える移動手段として確保・維持を図ります。

目標③ 多様な移動を支える「広域都市間交通」の維持・活性化

市内と近隣市町村（福島市、桑折町、国見町、川俣町）などを結ぶ公共交

通を「広域都市間交通」と位置付けて、市外への移動（通勤、通学、買い物、

通院、観光など）を支える移動手段として確保・維持を図ります。

目標④ 賑わい創出に資する公共交通

日常生活を送るうえで主要な目的施設が点在する伊達駅及び保原駅の周

辺、並びにＲ３９９号沿線に立地する主要目的施設へのアクセス性向上を図

るため、広域都市交通、地域間交通及び地域内交通と連携し市内中心部の回

遊性向上を図ります。

目標⑤ 分かりやすい情報提供

公共交通に関する情報発信を行い、利用促進を図ります。また、市外利用

者にとってもわかりやすい情報提供を検討します。

目標⑥ 「交通結節点」での交通需要の集約化

広域都市間交通、地域間交通、地域内交通が接続し、人々の移動の主要目

的地となる場所を交通結節点として設定し、乗り継ぎ利便性を向上させます。

目標⑧ 地域全体で創り上げ・守り・育てる公共交通

全体を見据えつつ、交通需要・ニーズに合った適切な公共交通機関を組み

合わせて、重複・競合を避けた持続可能な公共交通ネットワークを構築しま

す。関係機関と連携し、多様な主体が一体となった利用促進策を展開します。

予約窓口の一本化

数 値 目 標

（令和８年の目標値）

運賃体系の一本化

デマンド交通（定路線型）

の利用者数

デマンド交通（区域型）の

利用者数

交流・連携を促進するため

に見直したデマンド交通

（定路線型）の路線数

交流・連携を促進するため

に見直したバス路線数

路線バスの利用者数

鉄道アクセス線の新設

阿武隈急行の利用者数

路線バスの収支率

鉄道アクセス線の利用者数

情報提供の取組件数

阿武隈急行保原駅における

乗降者数（デマンド交通）

阿武隈急行保原駅における

乗降者数（阿武隈急行）

阿武隈急行保原駅における

乗降者数（路線バス）

住民満足度

新たな交通手段を導入した

地域数

１箇所

１種類

50 千人

２路線

3.6千人

11 路線

831 千人

2,305千人

49.0％

１路線

32 千人

６件／年

368 千人

27 千人

1.3千人

５地域

70.0％

◆地域内交通としてのデマンド交通の再編・見直し

• デマンド交通の再編

◆地域内交通としてのコミュニティバスの再編・見直し

• コミュニティバスの再編

◆地域間交通としてのデマンド交通の再編・見直し

• デマンド交通の再編

◆広域都市間交通としての鉄道の利用促進

• 阿武隈急行の利用促進

◆広域都市間交通としての路線バスの再編・見直し

• 路線バスの再編

• 周辺自治体との調整・連携

◆鉄道アクセス線の導入

• 市内中心部の回遊性向上及びにぎわい創出に対応

した新規路線の導入

• 観光地へのアクセス強化

◆分かりやすい情報提供

• 伊達市版公共交通マップ・時刻表の作成

• バスロケーションシステムの導入

• 公共交通の普及啓発

◆交通結節点の機能強化

• 中心都市拠点及び都市拠点の整備

• 接続ダイヤ等の改善

◆利用実態や需要規模に応じた移動手段の確保

• 住民との連携による新たな交通の導入検討

• その他の輸送資源の活用

◆関係団体と連携した公共交通の利用促進

• 運転免許返納者への支援制度の強化

• 関係機関と連携した利用促進の強化

• 車両の見直し

• 伊達市版MaaS等先端技術の導入を検討


